
平成２６年度山口県文書館古文書実践講座（１班）

江戸時代の福祉政策
－奥阿武郡養老嬰育仕法帳－

農繁期託児所写真　阿武郡嘉年村（戦前調査-農繁期託児所１２）
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解 

説 

 「
奥
阿
武
郡
養
老
育
嬰
仕
法
帳
」
に
つ
い
て 

 

「
奥
阿
武
郡
養
老
育
嬰
仕
法
帳
」
は
、
当
館
所
蔵
の
山
口
市
阿
東
町
市
原
家

文
書
に
残
る
も
の
で
あ
る
（
市
原
家
文
書
509
）。
幕
末
期
の
安
政
四
年
（
一
八

五
七
）
十
月
に
作
成
さ
れ
て
い
る 

 

江
戸
時
代
、
萩
藩
が
領
内
統
治
の
た
め
に
設
置
し
た
行
政
区
画
（
宰
判
）
の

一
つ
奥
阿
武
郡
宰
判
（
奥
阿
武
宰
判
）
は
、
長
門
国
阿
武
郡
の
東
部
諸
村
（
25

ヶ
村
）
を
区
域
と
し
、
藩
の
奥
阿
武
代
官
が
管
轄
し
た
エ
リ
ア
で
あ
る
。「
奥
阿

武
郡
養
老
育
嬰
仕
法
帳
」
は
、
こ
の
奥
阿
武
郡
宰
判
内
の
困
窮
者
対
策
と
し
て

計
画
さ
れ
た
養
育
料
の
支
給
シ
ス
テ
ム
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。 

江
戸
時
代
後
半
、
奥
阿
武
郡
宰
判
で
は
困
窮
す
る
諸
村
の
立
て
直
し
（「
諸
村

之
成
立
」）
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、「
永
久
之
御
仕
組
」
と
呼
ば
れ
る

地
域
立
て
直
し
の
た
め
の
大
規
模
な
施
策
も
実
施
さ
れ
た（
又
野
誠
論
文
）。「
奥

阿
武
郡
養
老
育
嬰
仕
法
帳
」
は
、
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
奥
阿
武
代
官
の
指
示
を
受
け
、
大
庄
屋
大
谷
忠
兵
衛
な
ど
勘
場
役
人
が

中
心
と
な
っ
て
作
成
し
、
藩
郡
奉
行
の
承
認
を
得
た
上
で
実
際
に
運
営
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
藩
お
よ
び
宰
判
内
の
勘
場
役
人
（
大
庄
屋
・
恵

米
方
等
）、村
役
人
お
よ
び
村
役
人
経
験
者
な
ど
が
出
資
し
た
米
銀
を
基
金
と
し

て
、
七
〇
歳
以
上
の
老
人
が
い
る
者
、
三
人
目
の
子
供
を
妊
娠
・
出
産
し
た
者

に
対
し
養
育
料
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
基
金
の
一
部
は
貸
し
出
さ
れ
、

そ
の
利
米
を
基
金
の
補
填
に
あ
て
る
も
の
と
し
た
。 

こ
の
文
書
か
ら
は
、
江
戸
時
代
の
後
半
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
「
福
祉
政
策
」

が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
立
案
・
実
施
に
は
、
大
庄
屋
・
庄
屋
な
ど
地
域

の
勘
場
役
人
・
村
役
人
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

〈
参
考
文
献
〉 

又
野
誠
「
近
世
後
期
長
州
藩
の
農
村
支
配
と
庄
屋
―
奥
阿
武
郡
嘉
年
村
を
事
例
と
し
て
―
」

(

『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
第
69
号 

一
九
九
三
年)  

／
同
「
近
世
後
期
長
州
藩
の
困
窮
農

村
で
の
仕
組
と
農
民
支
配
」（『
同
』
72
号 

一
九
九
四
年
）
／
「
近
世
後
期
長
州
藩
の
代

官
支
配
と
庄
屋
層
の
動
向
」（『
同
』
75
号 

一
九
九
六
年
） 

  

実
践
講
座
で
の
解
読
に
つ
い
て 

 

「
奥
阿
武
郡
養
老
育
嬰
仕
法
帳
」
は
、「『
奥
阿
武
郡
養
老
育
嬰
仕
法
帳
』
を

読
む
―
江
戸
時
代
の
『
福
祉
』
政
策
―
」
と
題
し
て
、
平
成
26
年
度
山
口
県
文

書
館
古
文
書
実
践
講
座
一
班
の
テ
キ
ス
ト
と
し
、
こ
れ
を
す
べ
て
解
読
し
た
。

担
当
し
た
一
班
の
メ
ン
バ
ー
は
以
下
の
と
お
り
。 

上
原
智
明
・
岡
本
秀
次
・
賀
屋
昭
夫
・
槌
田
久
仁
・
長
光
未
来
・
溝
田
秀
司
・

和
田 
稔 

〈
サ
ポ
ー
ト
〉
和
田
秀
作
・
山
﨑
一
郎
・
吉
積
久
年
（
山
口
県
文
書
館
） 
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凡 

例 

 

一
、
当
史
料
は
、
平
成
26
年
度
、
山
口
県
文
書
館
古
文
書
実
践
講
座
に
お
い
て

受
講
生
が
解
読
し
た
も
の
で
あ
る
。 

一
、
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
。 

一
、
変
体
仮
名
及
び
慣
用
的
合
字
は
、
「
江
」
（
え
）
、
「
而
」
（
て
）
、
「
者
」

（
は
）
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
平
仮
名
に
改
め
た
。 

一
、
適
宜
、
読
点
お
よ
び
並
列
点
を
付
し
た
。 

一
、
抹
消
部
分
は
、
原
則
と
し
て
訂
正
部
分
を
そ
の
ま
ま
本
文
と
し
た
。 

一
、
改
行
や
割
注
は
原
則
と
し
て
原
本
の
ま
ま
と
し
た
が
、
意
味
を
と
り
や
す

く
す
る
た
め
、
改
め
た
場
合
も
あ
る
。 

一
、
説
明
と
し
て
加
え
た
傍
注
は
、
（  

）
で
示
し
た
。 

一
、
本
文
右
上
に
小
活
字
（ 

）
書
き
で
付
し
た
数
字
は
、
講
座
で
用
い
た
テ

キ
ス
ト
の
頁
数
を
示
し
て
い
る
。
頁
の
区
切
り
に
は
破
線
を
入
れ
た
。 

 

「奥阿武郡養老育嬰仕法帳」の表紙 本文の記述 



 

 

奥
阿
武
郡
養
老
育
嬰
仕
法
帳 
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（
２
） 

 
 
 
 

養
老
育
嬰
仕
法
書 

宰
判
奥
阿
武
郡
之
儀 
、
昔
年
以
来
諸
村
之
成
立
、
究 

民
之
扶
助
追
々
御
詮
儀
被
仰
付
、
御
米
銀
被
立
下
、
数
度 

御
仕
組
を
も
被
仰
付
候
得
と
も
、
成
立
之
廉
目
も
薄
、
困 

究
ニ
迫
り
候
者
不
寡
候
、
元
来
難
渋
之
根
元
ハ
人
力 

不
足
、
耕
耘
・
培
養
不
行
届
、
自
然
と
田
畠
麁
作 

相
成
、
作
徳
を
以
渡
世
相
成
兼
、
老
人
之
父
母
有
之 
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（
３
） 

候 

も
衣
食
乏
敷
飢
寒
ニ
迫
り
、
終
ニ
ハ
令
出
奔
候 

 

者
も
有
之
、
亦 

小
児
之
養
育
ハ
難
相
成
、
及
妊
娠
候 

 
 

も
令
堕
胎
候
者
も
有
之
、
両
条
共
ニ
人
倫
道
を
失
ひ 

不
孝
不
仁
之
行
ニ
至
り
候
儀
、
偏
ニ
困
窮
よ
り
起
候
ニ
付
、 

此
度
養
老
育
嬰
之
條
補
取
立
、
極
貧
之
小
民 

七
拾
歳
以
上
之
老
人
有
之
候
者
、
又
ハ
子
供
弐
人
有
之
候
上 

又
々
妊
娠
ニ
相
成
候
者
を
養
育
之
助
米
立
遣
候 

、 

老
を
養
ひ
、
幼
を
育
て
、
仮
成
生
業
相
調
候
様
遂 

詮
儀
候
上
、
離
散
・
堕
胎
を
令
製
禁
候
ハ
丶
、
追
々
人 

民
令
蕃
息
、
過
作
之
田
畠
相
減
シ
諸
村
成
立
可
申
候
、 

然
ル
処
当
御
時
節
御
米
銀
之
御
願
も
難
申
出
、 

尤
地
下
向
之
儀
も
近
年
引
続
御
馳
走
米
銀
奉 

遂
其
節
、
且
相
持
救
等
追
々
差
出
候
ニ
付
、
此
余
出
米 

銀
之
義 

難
申
付
候
得
と
も
、
古
稀
之
齢
を
過
候
者
之 
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（
４
） 

飢
寒
を
救
ひ
、
又
ハ
赤
児
之
死
亡
を
助
候
儀
、
実
ニ
広 

太
之
陰
徳
仁
心
之
至
ニ
付
、
天
道
神
仏
之
冥
慮
ニ 

叶
ひ
、
御
国
恩
之
報
謝
ニ
も
可
相
成
段
、
教
諭
仕 

候
処
孰
も
感
伏
仕
、
御
代
官
一
連
を
始
、
勘
場
役
人
・ 

地
下
役
人
其
外
諸
村
有
志
之
者
共
、
相
持
之
筋
を
以 

身
分
相
応
出
米
銀
可
仕
段
申
出
候
、
然
上 

養
老 

育
嬰
之
仕
法
永
久
被
相
行
候
ハ
丶
、
愚
昧
之
小
民 

ニ
至
迄
自
然
と
廉
恥
之
心
を
生
し
、
離
散
・
堕
胎
之 

悪
習
も
相
止
ミ
、
追
年
戸
口
も
増
殖
シ
、
銘
々
農
業 

相
励
、
永
否
請
荒
等
開
発
仕
候
ハ
丶
、
諸
村
成
立
可
申
候
、 

然
ル
時 

御
仁
政
之
一
端
、
力
田
孝
弟
の
一
助
共 

相
成
、
公
私
御
為
筋
之
儀
と
存
候
ニ
付
、
左
之
通
仕 

法
立
之
詮
儀
仕
候
事
、 

一
当
郡
御
蔵
入
惣
家
数
三
千
八
百
七
拾
八
軒
之
内 

・
・
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・
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（
５
） 

究
民
極
・
次
・
稍
三
等
ニ
分
ケ
、
極
貧
之
内
ニ 

□
四
拾 

五
歳
以
下
、
夫
婦
揃
居
子
供
弐
人
已
上
有
之
候
者
、
家 

数
百
七
拾
七
軒
、
並
ニ
給
領
惣
家
数
三
千
四
百
四
拾
壱 

 
 

安
政
四
巳
十
月 

 

奥
阿
武
郡
養
老
育
嬰
仕
法
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
崎
八
郎
宰
判 

 
（
一
八
五
七
） 

（
表
紙
） 

（
奥
阿
武
代
官
） 

而 

而 

而 

者 

 

而 

（
修
補
） 

者 

者 

者 

者 

（
女
ヵ
） 

（
感
服
） 

（
制
禁
） 
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軒
之
内
、
須
佐
給
領
惣
家
数
千
六
百
五
拾
壱
軒
引
、 

残
千
七
百
九
拾
軒
之
内
、
同
断
五
拾
九
軒
共
ニ
弐
百
三
拾 

 

六
軒
ニ
て
、
五
ヶ
年
ニ
割
、
壱
ケ
年
四
拾
七
人
余
ニ
相
当
候
を 

四
拾
八
人
ニ
シ
テ
、
五
ヶ
年
目
之
入
用
米
五
拾
七
石
六
斗
を
算 

当
目
安
相
立
候
得
と
も
、
現
場
取
行
之
儀 

増
減
可
有 

之
ニ
付
、
毎
年
九
月
よ
り
翌
八
月
迄
を
切
ト
シ
テ
可
遂
勘 

定
候
事 

一
同
断
之
内
懐
妊
ニ
相
成
養
育
料
之
儀
、
申
出
候
者
を 

 

庄
屋
・
畔
頭
篤
と
遂
詮
儀
、
名
前
旁
申
出
候
ハ
丶
、
見 

分
之
上
ニ 

臨
月
一
両
月
前
弐
斗
、
出
産
之
上
三
斗
、 

弐
ヶ
年
目
之
春
弐
斗
五
升
、
三
ヶ
年
目
春
弐
斗
、
四
ヶ 

・
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・
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（
６
） 

年
目
春
壱
斗
五
升
、
五
ヶ
年
目
春
壱
斗
共
、
其 

時
々
切
符
を
以
〆
り
好
下
渡
置
、
毎
年
宗
門
究
之 

節
厚
く
御
仁
恵
之
程
可
申
聞
候
事
、 

一
極
貧
者
之
内
老
人
有
之
、
養
育
料
之
儀
申
出
候
ハ
丶
、 

 

是
又
見
分
之
上
七
拾
歳
よ
り
七
拾
九
歳
迄
九
升
、
八
拾
歳
よ
り 

八
拾
九
歳
迄
壱
斗
弐
升
、
九
拾
歳
以
上
壱
斗
五
升
宛
、
暮 

切
符
を
以
締
り
能
下
渡
置
、
翌
春
宗
門
究
之
節
同
断 

一
養
育
料
之
儀 

人
数 

当
リ
其
村
々
ニ 

年
々
現
米 

 

 

引
除
置
、
残
米
之
儀 

五
朱
之
利
廻
可
致
、
引
除
米 

 

正
仕
詰
之
上
、
払
過
之
分
ハ
五
朱
利
付
ニ
シ
テ
立
戻
シ
可
申
候
、 

 
 

 

尤
右
人
数
之
内
、
万
一
病
死
流
産
等
ニ 

前
断
引 

 

除
米
之
内
尚
残
ニ
相
成
候
分 

居
置
候
ニ
付
、
利
付 

 

ニ 
 

地
下
迷
惑
之
儀
ニ
付
、
無
利
ニ
シ
テ
後
勘 

請
備
遂 

 

御
勘
定
候
様
可
申
付
候
事 
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
７
） 

一
養
老
育
嬰
之
永
用
帳
調
置
、
追
々
出
穀
之
□
数 

 

石
前
其
外
請
払
之
儀
、
委
細
書
記
可
申
候
事 

一
出
穀
之
者
共
御
序
之
節
、
出
来
相
当
之
御
賞
美
被 

 

仰
付
可
被
下
候
、
尤
勤
功
願
不
出
者
も
有
之
候
ニ
付
、
暮
之 

 

出
米
高
之
剪
紙
人
別 

下
渡
置
可
申
候
事 

一
役
儀
相
勤
候
者
先
拾
ヶ
年
、
無
役
之
者
ハ
五
ヶ
年
・
三
ヶ
年
、 

 

夫
々
出
穀
仕
筈
ニ
御
座
候
処
、
豊
作
之
年
柄
其
外
有
余 

 

有
之
節 

、
為
冥
加
増
出
米
を
も
可
仕
候
、
於
勘
場
も 

 

臨
時
之
備
物
等
有
之
節 

、
元
穀 

請
加
候 

彼
是 

 

仕
組
立
仕
、
後
年
利
米
を
以
永
久
払
出
相
成
候
様
、
年 

 

限
中
ニ
ハ
元
穀
取
立
之
詮
儀
可
仕
候
、
万
一
拾
ヶ
年
ニ 

 

 

仕
法
立
相
調
兼
候
節
ハ
、
役
儀
相
勤
候
者
之
義
ハ
、
何
ヶ 

 

年
ニ 

も
元
穀
之
目
途
相
立
候
迄 

役
儀 

対
シ 

 

出
穀
可
仕
候
事 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
８
） 

一
究
民
之
内
、
唯
今
ニ 

ハ
極
貧
之
者
計
り 

養
育
料 

 

立
遣
シ
候
得
共
、
追
年
元
穀
余
分
ニ
相
成
候
節
ハ
、
次
貧
・ 

稍
貧
之
者
共 

も
養
育
料
立
遣
シ
可
申
候
事 

一
棄
子
之
儀 

厳
重
之
御
製
禁
ニ
御
座
候
得
共
、
不 

 

心
得
之
者
捨
子
仕
候
節 

、
御
米
被
立
下
養
育
被
仰
付 

 

 

候
得
と
も
、
年
月
相
立
候
上 

生
死
之
儀
も
不
分
明
ニ
付
、 

江 

者 

而 

而
者 

江 

者 

江 

者 

者 

江 

而 

而 

江 

者 

者 

而 

者 

江 

而 

江 

者 

者 

而 

(

員
ヵ) 

而 

者 

者 
(

米) 

(

締
ま
り) 

(

制
禁) 



6 

 

       

地
下
役
人
・

百
姓
へ
の
申

し
聞
か
せ 

     

       

 

右
捨
子
之
儀
も
養
育
料
之
内
ヲ
以
助
米
取
被
立
遣
候 

、 

 

毎
年
宗
門
究
之
節
見
分
可
仕
候
事 

一
須
佐
領
之
儀
ハ
出
穀
之
合
米
勘
場
請
備
置
候 

、
年
々 

 
五
朱
之
利
米
相
渡
シ
、
養
老
育
嬰
両
条
共
遣
払
之 

 

儀 
彼
方 

相
任
せ
可
申
候
事 

  
 

地
下
役
人
幷
ニ
百
姓
中 

申
聞
せ
之
廉 

一
昔
年
以
来
諸
村
難
渋
ニ
付 

 

、
追
々
莫
太
之
御
米 

 

銀
被
立
下
、
御
仕
組
被
仰
付
候
得
と
も
、
御
手
離
之
□
無
之
候
、 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（（
９
） 

 

享
和
年
中
永
久
之
御
仕
組
相
成
、
夫
以
来
年
々 

 

御
出
米
被
立
下
、
其
後
も
種
々
御
仕
組
被
仰
付
、 

 

就
中
石
下
・
石
除
・
不
納
米
銀
道
付
等
被
仰
付
ニ
付
、 

 

於
于
今 

大
立
候
御
厄
害 

無
数
相
成
候
得
共
、 

 

屹
度
成
立
之
目
途
相
見
候
村
方
も
無
之
候
、
元
来 

 

当
郡
之
儀 

地
理
手
広
ニ 

、
田
畠
数
ニ
応
候 

 
 

 

人
民
少
々
手
張
作
ニ 

、
自
然
と
麁
作
ニ
相
成
候
ニ
付
、 

 

作
徳
之
余
計
無
之
、
難
渋
者
之
内
ニ
ハ
百
姓
之
本 

 

意
を
失
ひ
、
小
商
等
を
始
、
或
ハ
農
業
無
精
ニ 

 

 

難
渋
ニ
至
り
、
亦 

否
様
悪
敷
、
違
作
・
病
気
・
家 

 

子
多
人
数
等
ニ 

渡
世
不
相
成
、
借
財
ニ
迫
り
候 

 
 

 

一
家
内
引
連
令
出
奔
候
者
間
々
有
之
候
ニ
付
、
行
状 

 

郡
方
ト
シ
テ
五
人
組
之
者
数
日
手
間
を
費
シ
、
農
業
ニ 

 

怠
り
候
様
成
行
不
相
済
事
候
、
右
之
通
り
ニ 

ハ
苦
ニ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
10
） 

 

迫
り
候
者
之
儀 

、
老
人
之
父
母
有
之
候 

も
衣
食 

 

乏
敷
、
飢
寒
苦
ミ
候
程
之
儀
ニ
付
、
小
児
之
養
育 

 

不
相
成
、
及
妊
娠
候 

も
致
流
産
候
者
間
々
有
之
、 

 

不
心
得
と
ハ
乍
申
、
偏
ニ
困
窮
よ
り
起
り
不
孝
不
仁
之 

 

行
ニ
至
り
候
儀
歎
ヶ
敷
次
第
ニ
付
、
此
度
養
老 

 

育
嬰
之
仕
法
取
立
、
極
貧
者
之
内
七
拾
歳
以
上 

 

之
老
人 

 

乍
纔
宛
養
育
之
助
米
立
遣
シ
、 

 

子
供
弐
人
有
之
候
上
、
又
々
妊
娠
ニ
相
成
候
者 

ハ
五
ヶ
年
之 

 

間
是
又
養
育
料
立
遣
候
間
、
孝
行
慈
愛
之
志
を 

 

発
父
母
を
念
比
ニ
取
扱
、
子
供
数
多
有
之
候
共
不
心 

 

得
之
取
作
廻
無
之
様
、
五
人
組
之
者
ハ
不
及
申
、
村
内 

 

無
親
疎
申
合
互
ニ
助
ヶ
合
候 

、
農
業
令
出
精 

 

御
国
恩
不
令
忘
却
貞
実
ニ
可
遂
御
百
姓
候
事 

一
養
育
料
を
請
候
極
貧
之
者
共
、
不
納
米
銀
有
之
候
と
も 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
11
） 

 

立
用
不
相
成
、
現
米
計
渡
可
申
候
、
然
ル
上 

其
者 

 

不
束
之
儀
於
有
之
ハ
屹
度
可
及
御
沙
汰
候
事 

一
給
人
頭
之
者
、
銘
々
組
合
之
内
養
育
料
を
請
候
ハ
丶
其
者 

 

行
状
常
々
気
を
付
、
不
心
得
之
所
行
於
有
之 

 

 
速
ニ
地
人
役
人 

可
届
出
候
事 

一
養
老
育
嬰
料
取
立
被
仰
付
候
儀
ハ
、
第
一
人
民
と
殖
シ
、 

 

孝
行
慈
愛
之
道
ニ
志
シ
、
人
情
厚
く
相
成
候
ハ
ヽ
、
自 

而
者 

者 

江 而
者 

（
一
八
〇
一
～
〇
三
） 

而 

江
者 

者 

者 

而 
 

而 

而 

而 

而
者 

而 

而 

而 

而 

者 

江 

(

期
ヵ) 

江 

而 

者 者 

江 

者 

者 

(

懇
ろ) 



7 

 

                 

奥
書 

 

       

 

然
と
地
下
成
立
之
基
と
可
相
成
と
の
御
詮
儀
ニ
付
、 

 

百
姓
中
ニ
お
ゐ
て
も
常
々
心
を
用
ひ
、
不
孝
不
仁 

 

之
所
行
無
之
様
、
五
人
組
之
者
相
互
ニ
気
を
付 

 
可
申
候
、
若
心
得
違
之
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
段
地
下
役
人 

 
 

可
届
出
候
事 

一
庄
屋
・
畔
頭
之
儀 

、
究
民
之
取
分
村
内
篤
と
及 

 

全
儀
、
無
依
怙
贔
屓
廉
直
ニ
可
申
付
候
、
現
米
渡
方 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
12
） 

 

之
儀
不
埒
無
之
様
諸
事
念
を
入
可
申
候
、
自
然
緩 

 

之
儀
於
有
之 

屹
度
可
及
沙
汰
候
事 

一
此
仕
法
永
久
取
行
被
仰
付
候
儀
ニ
付
、
勘
場
役
人
之
内 

 

壱
人
掛
り
と
し
て
取
捌
請
払
勘
定
申
付
候
条
、
万 

 

端
承
り
合
せ
取
計
可
申
候
事 

 
 
 

以 

 
 

 

 

右
此
度
養
老
育
嬰
條
補
御
取
建
之
御
全
義
有
之
、 

 

御
代
官
所
御
役
向
よ
り
も
御
救
穀
被
仰
付
、
地
下
相
持
之 

 

筋
を
以
究
民
御
取
救
之
儀
、
御
主
意
筋
御
仕 

 

法
建
等
委
細
之
御
書
面
御
教
諭
之
趣
ニ
付 

 

、 

 

以
往
愚
昧
之
小
民
も
自
然
と
父
母
を
敬
ひ
、 

 

妻
子
を
育
ミ
、
人
倫
之
道
を
相
弁
、
御
仁
恵
之
程 

 

貫
通
可
仕
候
、
御
庄
屋
・
小
都
合
中
ハ
素
よ
り
頭
立
候
者
共 

 

一
統
其
旨
奉
感
服
、
孰
も
難
有
御
請
申
出
、
身 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
13
） 

 

分
ニ
応
シ
候 

 

一
入
相
励
出
穀
仕
候
、
因
茲
出
穀
之 

 

次
第
幷
ニ
請
払
之
目
安
別
冊
相
調
差
出
申
候
、
然
上
ハ 

 

後
年
以
御
仕
法
立
堅
固
ニ
相
守
、
御
撫
育
之
筋
行 

 

渡
永
続
仕
候
様
手
堅
其
沙
汰
仕
候
間
、
此
段
被
聞
召
届 

 

宜
被
成
御
沙
汰
可
被
遣
候
、
已
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

養
老
育
嬰
掛
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
村
松
市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
恵
米
方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

椿 

茂
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
庄
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
谷
忠
兵
衛 

 
 
 
 
 
 

田
門
虎
十
郎
殿 

 

 

右
奥
阿
武
郡
之
儀 

、
昔
年
よ
り
難
渋
之
所
柄
ニ
付
、
追
□ 

 

被
入
御
手
候
得
共
、
今
以
御
手
離
之
期
も
無
之
、
元
来 

 

人
民
寡
く
過
当
之
田
畠
ニ
付
、
所
詮
成
立
之
目
途 

 

不
相
見
候
、
右
ニ
付
養
老
育
嬰
之
條
補
取
立
、
究 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
14
） 

 

民
之
老
幼
を
救
ひ
候
ハ
ヽ
、
以
往
人
情
も
篤
く
、
戸
口
も 

相
増
候 

成
立
之
一
筋
共
可
相
成
ニ
付
、
御
代
官
所
一 

楯
・
勘
場
地
下
役
人
中
・
諸
村
頭
立
候
も
の
共
よ
り
年 

之
出
穀
を
以
、
前
条
仕
法
通
被
仰
付
候
様
、
尤
役
儀 

 

相
勤
候
者
先
ツ
拾
ヶ
年
、
無
役
之
者
ハ
五
ヶ
年
以
下
遂 

 

出
穀
候
所
、
右
年
現
中
ニ 

元
穀
取
建
之
仕
組
仕
、
往
々 

 
利
米
を
以
払
方
可
相
成
候
、
年
々
請
払
之
儀
ハ
一
紙 

 

を
以
可
申
出
候
間
、
此
段
被
聞
召
届
宜
様
被
成
御
沙 

(

修
補) 

(

修
補) 

江 

者 
者 

而 

者 

而
者 

而
者 

者 

（
詮
議
） 

（
詮
議
） 

(

上
、
脱) 

(

々) 

(

年
限) 

(

奥
阿
武
宰
判
下
代
役) 



8 

 

       

       

 

汰
可
被
下
候
、
已
上 

 
 
 

同
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
門
虎
十
郎 

  
右
之
通
従
来
難
渋
之
宰
判
所
ニ
付
、
養
老
育 

 

嬰
之
仕
法
取
建
永
久
被
相
行
候
ハ
ヽ
、
追
々
人
民 

 

令
蕃
息
、
頑
愚
之
小
民
も
自
然
と
老
慈
之
心
を 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
15
） 

 

発
、
心
得
宜
敷
可
相
成
と
存
候
ニ
付
、
先
達 

演
説
書 

 

を
以
申
調
候
処
、
仕
法
筋
出
穀
之
次
第
可
申
出
段 

 

被
仰
授
候
ニ
付
、
此
度
詮
義
之
上
仕
法
立
諸
沙
汰 

 

前
書
之
通
御
座
候
、
然
ル
上 
後
年
御
代
官
所
之
沙 

 

汰
筋 

勿
論
、
地
下
役
人
ニ
至
ル
迄
少
も
緩
怠
御
座 

 

候 
 

永
続
難
相
成
候
、
素
よ
り
出
穀
を
以
取
立
被
仰
付 

 

候
得
共
、
追 

御
序
之
節
御
賞
美
を
も
可
被
仰
付
候
ニ
付
、 

 

全
以
公
米
銀
同
様
之
儀
ニ
付
、
後
年
之
規
則
肝
要 

 

之
儀
ニ
御
座
候
間
、
此
段
被
聞
召
届
、
御
職
座
之 

 

御
印
判
被
成
下
候
様
奉
願
候
、
左
候
ハ
ヽ
速
ニ
後
役
之 

 

衆 

申
伝
、
愈
以
無
疎
略
可
被
相
行
候
間
、
此
段 

 

宜
敷
御
沙
汰
可
被
下
候
、
以
上 

 
 
 

同
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
崎
八
郎 

 
 
 
 

清
水
新
三
郎
殿 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
16
） 

 

此
内
被
仰
渡
候
養
老
育
嬰
御
仕
法
帳
写
差
廻 

 

候
条
、
不
限
夜
白
御
写
取
、
廻
り
留
よ
り
早
々
可
被
差
返
候
、 

 

育
嬰
之
儀 

当
九
月
よ
り
御
取
行
被
仰
付
度
と
の 

 

御
事
ニ
付
、
先
達 

御
付
出
相
成
候
間
、
極
貧
之
内
左
様
之
部 

 

有
之
候
ハ
ヽ
、
案
文
之
通
御
調
早
々
可
被
差
出
候
、
来 

 

春
ニ
至
リ
候
ハ
ヽ
、
村
別
帳
面
御
下
渡
可
被
仰
付
候
得
共
、 

 

差
向
儀
ニ
付
前
段
之
通
御
取
計
候
様
存
候
、
養 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
17
） 

 

老
米
之
儀 

来
春
宗
門
御
究
之
節
御
渡
方 

 

可
被
仰
付
趣
ニ
御
座
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
某
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
右
衛
門
妻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何 

巳
九
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
米
弐
斗 

 
 
 
 

 

 
 

右
懐
胎
之
分 

 

同
十
一
月
何
日
出
産 

一
同
三
斗 

 
 

右
男
子
又
ハ
女
子 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 

何
か
し
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
兵
衛
妻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何 

巳
十
月 

 
 
 

         

一
同
弐
斗
定 

 
 

   
 

 
 

右 
 

一
同
三
斗
定 

 
 

右 

 
右
何
村
私
存
内
、
先
達 

付
出
仕
置
候
極
貧
之
内
、 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
18
） 

 

育
嬰
料
前
書
之
通
御
座
候
ニ
付
、
御
届
ヶ
申
上
候
間
、 

而 

者 

而
者 

而 

 

江 

者 

而 

而 

者 

（
議
） 

畔
頭 

小
庄
屋 

下
地
子
供
弐
人
又
ハ 

何
人
有
之 

下
地
子
供
弐
人
又
ハ 

三
人
有
之 

者 

此
分
臨
月
一
両
月
前 

渡
方
之
分 

 

（
郡
奉
行
） 

（
奥
阿
武
代
官
） 



9 

 

       

 

此
辻
を
以
被
成
御
沙
汰
可
被
下
候
、
以
上 

 
 
 

巳
ノ
十
二
月
何
日 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

庄
屋
・
小
都
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
か
し 

 

大
庄
屋 

御
恵
米
分 

当
ル 

育
嬰
掛
り 

 

 

右
之
通
被
仰
付
候
条
、
御
仕
法
帳
御
見
合
詰
り
好 

 

御
取
行
肝
要
存
候
、
御
仁
恵
之
筋
不
行 

 

届
候 

 

不
相
済
候
条
、
不
限
夜
白
御
順
達
可
有  

 

之
候
、
以
上 

 
 
 

十
二
月
廿
一
日 

 
 
 

藤
村
松
市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

椿 

茂
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
谷
忠
兵
衛 

 
 
 
 

櫛
部
真
吉
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

其
外 

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
19
） 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
終
） 

 

   

而
者 

江 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

上
紙
共
々
拾
九
枚 

（
裏
表
紙
） 


